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政
府
・
財
界
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
並
み
の
消
費
税
率
を
目
標

と
し
て
い
る
。
消
費
税
率
を

15
％
へ
、
さ
ら
に
20
％
へ
と

引
き
上
げ
る
に
は
、
国
民
の

大
き
な
反
発
が
予
想
さ
れ

る
。
単
一
税
率
で
の
増
税
は

不
可
能
で
あ
る
。
政
府
・
財

界
に
と
っ
て
は
、
世
論
対

策
、
業
界
対
策
、
さ
ら
に
選

挙
対
策
と
し
て
、
複
数
税
率

制
の
導
入
が
不
可
欠
で
あ

る
。
ど
の
商
品
、
ど
の
サ
ー

ビ
ス
を
低
税
率
と
す
る
か

で
、
国
民
世
論
の
分
断
と
対

立
を
あ
お
り
、
消
費
税
増
税

を
目
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　

複
数
税
率
の
下
で
は
、
帳

簿
方
式
で
の
消
費
税
額
の
計

算
は
困
難
で
あ
る
。
当
然
、

税
率
の
異
な
る
ご
と
に
伝
票

を
作
成
し
、
集
計
す
る
イ
ン

ボ
イ
ス
方
式
（
伝
票
方
式
）

の
導
入
が
必
要
と
な
る
。

　

今
回
導
入
さ
れ
る
「
適
格

請
求
書
等
保
存
方
式
」
こ

そ
、
消
費
税
率
20
％
へ
の
基

盤
づ
く
り
と
し
て
の
日
本
版

「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
」
と
い
え

る
。

①
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式

　

「
軽
減
税
率
制
」
の
導
入

に
よ
っ
て
、
消
費
税
率
は
、

８
％
と
10
％
と
の
複
数
税
率

と
な
る
。

　

消
費
税
は
事
業
者
が
申

告
、
納
税
す
る
税
金
で
あ

り
、
消
費
者
が
負
担
す
る
税

金
で
あ
る
。
消
費
税
の
納
税

額
は
、「
売
上
に
係
る
消
費

税
額
」
か
ら
「
仕
入
に
係
る

消
費
税
額
」
を
控
除
す
る
こ

と
で
計
算
す
る
。
仕
入
税
額

控
除
方
式
で
あ
る
。
現
行
法

は
、
消
費
税
額
は
帳
簿
に
基

づ
い
て
計
算
を
行
う
「
帳
簿

方
式
」
で
も
あ
る
。

　

複
数
税
率
制
に
な
る
と
帳

簿
方
式
で
は
税
額
計
算
は
困

難
に
な
る
。
８
％
の
取
引
と

10
％
の
取
引
を
区
分
し
て
記

帳
し
、
さ
ら
に
記
帳
さ
れ
た

区
分
取
引
を
集
計
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

税
率
ご
と
に
伝
票
を
作
成
し

同
一
税
率
の
伝
票
を
積
み
上

げ
て
計
算
す
る
伝
票
方
式
の

方
が
複
数
税
率
に
適
し
て
い

る
。「
イ
ン
ボ
イ
ス
」
と
い

う
伝
票
に
も
と
づ
い
て
税
額

計
算
を
行
う
の
が
「
イ
ン
ボ

イ
ス
制
」
で
あ
る
。「
大

綱
」
は
21
年
４
月
よ
り
、
日

本
版
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
」
で

あ
る
「
適
格
請
求
書
等
保
存

方
式
」
の
導
入
を
決
定
し

た
。
消
費
税
の
仕
入
れ
に
係

る
税
額
は
こ
の
「
適
格
請
求

書
」
に
も
と
づ
い
て
計
算
す

る
こ
と
と
な
る
。

②
事
業
者
登
録
制
度

　

消
費
税
の
計
算
に
適
応
し

た
「
適
格
請
求
書
」
を
発
行

す
る
に
は
、
税
務
署
に
届
出

て
登
録
す
る
必
要
が
あ
る
。

登
録
す
る
と
「
登
録
番
号
」

が
決
め
ら
れ
「
適
格
請
求
書

発
行
事
業
者
」
と
な
る
。

「
適
格
請
求
書
」
に
は
、
事

業
者
名
、
登
録
番
号
、
取
引

年
月
日
、
取
引
内
容
、
税
率

の
区
分
、
区
分
ご
と
の
消
費

税
額
な
ど
を
記
載
す
る
こ
と

と
な
る
（
資
料
６
）。
帳
簿

に
つ
い
て
も
税
率
区
分
を
行

い
記
帳
す
る
必
要
が
あ
る
。

事
務
負
担
は
増
大
し
、
設
備

費
用
や
人
件
費
の
負
担
が
増

え
る
。
こ
の
適
格
請
求
書
に

も
と
づ
い
て
消
費
税
の
申
告

・
納
税
を
行
う
こ
と
に
な

る
。
適
格
請
求
書
の
保
存
が

仕
入
税
額
控
除
の
要
件
と
な

る
。

　

登
録
事
業
者
で
な
け
れ
ば

適
格
請
求
書
は
発
行
で
き
な

い
。
登
録
事
業
者
で
な
い
免

税
事
業
者
か
ら
の
仕
入
れ
は

仕
入
税
額
控
除
は
で
き
な

い
。
一
定
の
経
過
措
置
を
経

て
27
年
４
月
よ
り
控
除
で
き

な
く
な
る
。

　

登
録
事
業
者
で
あ
っ
て

も
、
適
格
請
求
書
に「
類
似
」

す
る
請
求
書
を
発
行
す
る
と

「
罰
則
」
の
対
象
と
な
る
。

③ 

零
細
な
事
業
者
は
排
除
さ

れ
る

　

基
準
期
間
の
課
税
売
上
高

が
１
０
０
０
万
円
以
下
の
零

細
な
事
業
者
は
、
消
費
税
の

申
告
・
納
税
が
免
除
さ
れ

る
。
免
税
事
業
者
制
度
で
あ

る
。
免
税
事
業
者
は
登
録
は

不
要
と
な
り
、
適
格
請
求
書

を
発
行
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
免
税
事
業
者
か
ら
の
仕

入
は
適
格
請
求
書
が
無
い

為
、
消
費
税
の
仕
入
税
額
控

除
が
出
来
な
い
。
当
然
、
得

意
先
は
免
税
事
業
者
と
の
取

引
を
中
止
し
、
登
録
事
業
者

と
取
引
す
る
こ
と
に
な
る
。

零
細
な
事
業
者
は
取
引
か
ら

排
除
さ
れ
る
。

　

免
税
事
業
者
は
適
格
請
求

書
を
発
行
で
き
る
様
に
と
、

あ
え
て
登
録
事
業
者
と
な

り
、
消
費
税
の
申
告
納
税
を

行
う
か
、
事
業
を
廃
業
す
る

か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
。

④
簡
易
課
税
制
度
は
廃
止
？

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
に
よ
り
、

適
格
請
求
書
に
基
づ
い
て
消

費
税
額
の
計
算
を
行
う
よ
う

に
な
れ
ば
、
簡
易
課
税
制
度

は
不
要
と
な
る
（
資
料
７
）。

　

簡
易
課
税
制
度
は
課
税
売

上
高
５
０
０
０
万
円
以
下
の

中
小
事
業
者
の
事
務
負
担
軽

減
の
為
に
設
け
ら
れ
た
制
度

で
あ
る
。「
み
な
し
仕
入

率
」
に
よ
っ
て
仕
入
税
額
を

計
算
す
る
制
度
で
あ
り
、
適

格
請
求
書
等
保
存
方
式
が
導

入
さ
れ
れ
ば
、
簡
易
課
税
制

度
は
不
要
と
な
る
。

課
税
で
あ
る
。

　

自
費
収
入
が
１
０
０
０
万

円
を
超
え
れ
ば
、
消
費
税
の

課
税
事
業
者
と
な
る
。
課
税

売
上
高
が
５
０
０
０
万
円
以

下
で
あ
れ
ば
多
く
は
簡
易
課

税
制
度
を
選
択
し
て
い
る
。

「
大
綱
」
の
「
改
正
」
が
成

立
す
れ
ば
、
簡
易
課
税
制
度

は
廃
止
さ
れ
、
登
録
事
業
者

と
な
り
、
適
格
請
求
書
に
も

と
づ
い
て
消
費
税
額
を
計
算

す
る
こ
と
と
な
る
。
事
務
負

担
と
費
用
負
担
が
増
え
る
。

　

仕
入
・
経
費
に
係
る
消
費

税
は
、
８
％
と
10
％
を
区
分

し
て
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
福
利
厚
生
費
の
夜
食

代
も
、
店
で
食
べ
た
牛
丼
は

10
％
、
出
前
や
持
ち
帰
り
の

で
あ
る
医
療
機
関
に
委
託
変

更
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

収
入
が
減
っ
て
も
免
税
事

業
者
で
い
く
か
、
登
録
事
業

者
の
届
出
を
し
て
課
税
事
業

者
と
な
る
か
、
い
ず
れ
か
の

選
択
が
迫
ら
れ
る
。

④ 

イ
ン
ボ
イ
ス
制
で
事
務
負

担
が
増
加

　

社
会
保
険
診
療
収
入
は
非

　

「
大
綱
」
は
、「
企
業
の

内
部
留
保
は
３
５
０
兆
円
を

超
え
、
手
元
資
金
も
増
え
て

い
る
」
が
、「
大
企
業
の
設

備
投
資
は
伸
び
悩
み
」、「
労

働
分
配
率
は
低
下
し
て
い

る
」
と
現
状
分
析
を
し
て
い

る
。
だ
が
、
こ
こ
か
ら
出
て

く
る
結
論
は
、
利
益
に
対
し

応
分
の
税
負
担
を
求
め
、
労

働
者
の
賃
金
を
引
き
上
げ
る

こ
と
で
は
な
い
。
法
人
実
効

税
率
を
20
％
台
に
引
下
げ
、

「
稼
ぐ
力
」
の
あ
る
大
企
業

の
税
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と

で
、
経
済
の
好
循
環
へ
転
換

　

①
自
動
車
取
得
税
の
廃
止

と
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割

を
創
設
。
②
企
業
版
「
ふ
る

さ
と
納
税
」
の
創
設
。
③
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
制
度

の
創
設
。
④
自
主
服
薬
推
進

の
ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
控
除

（
医
療
費
控
除
の
特
例
）
の

創
設
な
ど
が
あ
る
。

す
る
と
結
論
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
い
く
ら
大
企
業

に
減
税
し
て
も
景
気
が
好
転

し
な
い
こ
と
は
経
済
の
現
実

が
実
証
し
て
い
る
。

　

大
企
業
や
大
資
産
家
を
優

遇
す
る
税
制
の
「
ゆ
が
み
」

を
正
す
必
要
が
あ
る
。
経
済

能
力
に
応
じ
た
税
負
担
を
求

め
る
「
応
能
負
担
原
則
」
こ

そ
、
税
制
の
大
原
則
と
考
え

る
。
ま
た
、
社
会
保
障
の
充

実
が
安
心
・
安
全
の
国
民
生

活
の
基
本
で
も
あ
る
。
個
人

消
費
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
60
％
を
占

め
る
。
本
来
、
経
済
活
動
は

国
民
生
活
の
充
実
・
発
展
の

為
に
あ
る
の
で
あ
る
。
大
企

業
に
減
税
し
、
く
ら
し
や
営

業
に
大
き
な
負
担
を
か
け
る

消
費
税
の
10
％
増
税
で
は
、

景
気
も
良
く
な
ら
な
い
。
多

く
の
世
論
調
査
で
10
％
増
税

反
対
が
多
数
派
で
あ
る
の
も

当
然
で
あ
る
。

　

「
応
能
負
担
の
原
則
」
で

大
企
業
や
大
資
産
家
に
応
分

の
負
担
を
求
め
る
必
要
が
あ

る
。
消
費
税
の
10
％
へ
の
増

税
は
中
止
す
べ
き
と
考
え

る
。

 

（
終
わ
り
）

① 

受
診
抑
制
に
よ
る
患
者
の

減
少

　

今
回
の
消
費
税
増
税
は
医

療
機
関
に
も
大
き
な
影
響
を

与
え
る
も
の
と
な
る
。

　

飲
食
料
品
の
税
率
を
据
え

置
く
「
軽
減
税
率
」
が
導
入

さ
れ
て
も
、
庶
民
の
消
費
税

負
担
は
増
え
る
。
さ
さ
や
か

な
年
金
収
入
で
暮
ら
す
高
齢

者
へ
の
影
響
は
大
き
い
。
生

活
費
を
切
り
詰
め
る
た
め
の

受
診
抑
制
が
強
ま
る
と
考
え

ら
れ
る
。

② 

薬
剤
や
経
費
の
消
費
税
負

担
が
増
加

　

薬
剤
、
委
託
費
、
経
費
の

消
費
税
は
、
実
質
上
、
医
療

機
関
の
負
担
と
な
っ
て
い

る
。
10
％
へ
の
増
税
は
医
療

機
関
の
経
営
を
圧
迫
す
る
も

の
と
な
る
。

③ 

免
税
事
業
者
は
排
除
さ
れ

る

　

自
費
収
入
な
ど
が
１
０
０

０
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、
医

療
機
関
も
免
税
事
業
者
と
な

る
。
検
診
や
予
防
接
種
な
ど

の
自
費
収
入
で
、
企
業
が
従

業
員
の
福
利
厚
生
と
し
て
行

っ
て
い
る
と
問
題
が
出
て
く

る
。
免
税
事
業
者
は
適
格
請

求
書
の
発
行
が
で
き
な
い
。

適
格
請
求
書
が
無
い
と
企
業

は
消
費
の
仕
入
税
額
控
除
が

出
来
な
い
。
当
然
、
企
業
は

課
税
事
業
者
＝
登
録
事
業
者

牛
丼
は
８
％
と
な
る
。
交
際

費
の
贈
答
品
も
、
飲
食
料
品

だ
と
８
％
、
酒
類
は
10
％
と

な
る
。
仕
入
税
額
の
計
算
が

出
来
れ
ば
、
そ
れ
を
課
税
収

入
と
非
課
税
収
入
と
に
按
分

し
て
、
納
税
額
を
計
算
す

る
。
煩
雑
な
計
算
を
す
る
こ

と
に
な
る
。

⑤
消
費
税
問
題
の
行
方
は
？

　

「
大
綱
」
は
「
医
療
に
係

る
消
費
税
等
の
税
制
の
在
り

方
」
を
「
検
討
事
項
」
の
一

つ
と
し
て
い
る
。
総
合
的
に

検
討
を
加
え
て
17
年
度
の
税

制
改
正
で
結
論
を
得
る
と
の

考
え
を
示
し
て
い
る
。
ど
の

よ
う
な
方
向
の
議
論
と
な
る

か
、
注
視
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

２
０
１
６
年
度「
税
制
改
正
大
綱
」は
格
差
拡
大
の
税
制
改
正
!!
②

税
理
士

佐
飛　

淳
一

２
．
２
．
消
費
税
率

消
費
税
率
2020
％
へ
の
基
盤
づ
く
り
と
し
て
の

％
へ
の
基
盤
づ
く
り
と
し
て
の

　　
日
本
版
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
」
の
導
入

日
本
版
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
」
の
導
入

３
．
３
．
医
療
機
関
と
消
費
税

医
療
機
関
と
消
費
税
1010
％
引
き
上
げ
の
影
響

％
引
き
上
げ
の
影
響

　

前
号
「
確
定
申
告
特
集
」（
２
月
15
日
）
に
つ
づ
き
、
消
費
税
増
税
の
問
題
点
を
中
心
に

16
年
度
「
税
制
改
正
大
綱
」
の
内
容
を
み
て
い
く
。

庶
民
い
じ
め
の
消
費
税
増
税
（
つ
づ
き
）

庶
民
い
じ
め
の
消
費
税
増
税
（
つ
づ
き
）

「
応
能
負
担
原
則
」
の
税
制
改
革
を

「
応
能
負
担
原
則
」
の
税
制
改
革
を

そ
の
他
の
改
正
項
目

そ
の
他
の
改
正
項
目

資料７「軽減税率」導入による事業者の経理方式の変更

出典：「全国商工新聞」2016年１月18日

2017年
４月～

18年
４月～

21年
４月～

～27年
３月31日

本則課税
課税売上
5000万円超

簡易課税
課税売上
5000万円以下

納税免除
課税売上
1000万円以下

現行制度を現行制度を
採用した　採用した　
簡易方式　簡易方式　

みなし課税みなし課税

簡易方式簡易方式

みなし課税みなし課税

納税免除納税免除

仕入れ税額控除仕入れ税額控除
の経過措置　　の経過措置　　

イ
ン
ボ
イ
ス

イ
ン
ボ
イ
ス

経税部経税部
だよりだより

資料６　「適格請求書」

請求書

○○御中
　11月分　20,000円（本体）
　　　　　消費税 1,800円
11/1　食料品 5,000円
　　　消費税 400円（８％）
11/8　雑　貨 5,000円
　　　消費税 500円（10％）

…

合計　20,000円＋消費税1,800円

（10%対象 10,000円　消費税 1,000円）
（８%対象 10,000円　消費税   800円）

△△㈱　 登録番号　×××－×××

出典：「週刊 税務通信」№3387


